
 第２回北海道最低賃金審議会を開催 

改定の諮問を受け、生活保護費との乖離解消を   

 ６月４日の第１回北海道最低賃金審議会（以下：「本審」と略す）に続き、７月９日、第２回本審が開催されま

した。本審では、北海道労働局長から今年度の改定について諮問が行われ、「諸般の事情等はありつつも、生

活保護費との乖離を解消したい」と挨拶。労使が意見を述べ合う専門部会を７月２４日に開催し、労使各１名の

参考人意見聴取が行われます。また、７月３１日には第３回本審の開催を確認しました。 

     ＜北海道最低賃金審議会の専門部会の労働側委員＞ 

渡辺 直志 連合北海道副事務局長 

斉藤 勉 連合北海道組織対策局長 

永田 重人 連合北海道組織労働局長 

 

いよいよヤマ場！ ＦＡＸ行動・街宣行動・昼休み集会でアピールしよう  

  〔北海道最賃審議会の今後の日程〕 

      ７月２４日（火） １０：００～ 専門部会 関係労働者意見聴取 

７月３１日（火）  １３：３０～ 第３回北海道地方最低賃金審議会、第２回運営小委員会 

    ８月 １日（水）頃  専門委員会 

      ８月 日（ ）        第４回北海道地方最低賃金審議会（答申） 
 
 

 ◆ＦＡＸ要請行動（～７月２４日まで厳守） 

  送付先 北海道地方最低賃金審議会 会長 道幸 哲也 様  宛 

  ＦＡＸ番号  ０１１－７５６－００５６ 

 ◆昼休み集会の開催 

  ７月２６日（木）１２：２０～１２：４０（２０分程度） 札幌第１合同庁舎前 （北区北８条西２丁目南向き） 

  ◆最低賃金審議会会長・経営団体に対する要請行動 

  ７月２６日（木）１５時～労働局 １６時～北海道経営者協会 

  ◆全地協テープ街宣行動 

  ７月２３日（月）～８月３日（水）まで毎日実施 

  ◆連合北海道・石狩地協による「早朝街宣行動」 

  ７月３０日（月）８時～ （４５分間） 札幌駅南口東側集合 

最低賃金についてのご意見を連合北海道最賃対策委員会までお知らせ下さい。 

TEL011-210-0050 FAX011-272-2255 

メールは organization@rengo-hokkaido.gr.jp まで 
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